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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　振動発生部および振動受部のうちのいずれか一方に連結される内筒と、
　前記内筒をその径方向の外側から囲んで、振動発生部および振動受部のうちのいずれか
他方に連結される外筒と、
　前記内筒と前記外筒とを連結する弾性体と、を備え、
　前記外筒内には、液体が封入されて壁面の一部が前記弾性体により構成された複数の受
圧液室が配設され、
　これらの受圧液室は、第１制限通路を通して互いに連通された一対の第１受圧液室と、
液体が封入された副液室に第２制限通路を通して連通された第２受圧液室と、を備える防
振装置であって、
　前記一対の第１受圧液室は、互いの間に前記内筒を挟み込むように配置され、
　前記第２受圧液室は、前記内筒の軸方向、および前記一対の第１受圧液室が前記内筒を
挟み込む挟み込み方向の両方向に直交する直交方向に、前記内筒に並設され、
　前記内筒は、前記一対の第１受圧液室および前記第２受圧液室それぞれの前記軸方向の
全長にわたって延設されている防振装置。
【請求項２】
　前記外筒は、前記防振装置を前記軸方向から見た正面視において、前記挟み込み方向に
延びる一対の第１辺部と、前記直交方向に延びる一対の第２辺部と、を有する矩形状に形
成されている請求項１に記載の防振装置。
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【請求項３】
　前記弾性体は、前記第１受圧液室と前記第２受圧液室とを、前記内筒の周方向に仕切る
仕切部を備え、
　前記仕切部は、前記正面視において、前記外筒の角部から、前記挟み込み方向および前
記直交方向の両方向に傾斜する方向に延設されて前記内筒に連結されている請求項２に記
載の防振装置。  
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば自動車や産業機械等に適用され、エンジン等の振動発生部の振動を吸
収および減衰する防振装置に関する。本願は、２０１１年７月１５日に日本に出願された
特願２０１１－１５７００４号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、例えば、下記特許文献１に示されるような防振装置が知られている。この防
振装置は、振動発生部および振動受部のうちのいずれか一方に連結される内筒と、前記内
筒をその径方向の外側から囲んで、振動発生部および振動受部のうちのいずれか他方に連
結される外筒と、内筒と外筒とを連結する弾性体と、を備えている。外筒内には、液体が
封入されて壁面の一部が弾性体により構成された複数の受圧液室が配設されている。これ
ら受圧液室は、第１制限通路を通して互いに連通された一対の第１受圧液室と、液体が封
入された副液室に第２制限通路を通して連通された第２受圧液室と、を備えている。
　一対の第１受圧液室は、互いの間に内筒を挟み込むように配置され、第２受圧液室は、
内筒に、その軸方向に並設されている。前記防振装置は、前記軸方向、および一対の第１
受圧液室が内筒を挟み込む挟み込み方向の両方向に沿った振動を、吸収および減衰する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】日本国特開２００２－３２７７８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、前記従来の防振装置では、長期にわたって弾性体の性能を維持すること
は困難であった。
【０００５】
　本発明は、前述した事情に鑑みてなされたものであって、その目的は、弾性体の性能を
長期にわたって維持し易くすることができる防振装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前述した課題を解決するために、本発明は以下の手段を提案している。
　本発明に係る一態様によれば、防振装置は、振動発生部および振動受部のうちのいずれ
か一方に連結される内筒と、前記内筒をその径方向の外側から囲んで、振動発生部および
振動受部のうちのいずれか他方に連結される外筒と、前記内筒と前記外筒とを連結する弾
性体と、を備えている。また、前記外筒内には、液体が封入されて壁面の一部が前記弾性
体により構成された複数の受圧液室が配設されている。また、これら受圧液室は、第１制
限通路を通して互いに連通された一対の第１受圧液室と、液体が封入された副液室に第２
制限通路を通して連通された第２受圧液室と、を備えている。前記一対の第１受圧液室は
、互いの間に前記内筒を挟み込むように配置されている。また、前記第２受圧液室は、前
記内筒の軸方向、および前記一対の第１受圧液室が前記内筒を挟み込む挟み込み方向の両
方向に直交する直交方向に、前記内筒に並設されている。また、前記内筒は、前記一対の
第１受圧液室および前記第２受圧液室それぞれの前記軸方向の全長にわたって延設されて
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いる。
【０００７】
　この場合、前記防振装置に前記挟み込み方向に沿った振動が入力されると、内筒と外筒
とが、弾性体を弾性変形させつつ前記挟み込み方向に相対的に変位することで、一対の第
１受圧液室が各別に拡縮して第１制限通路を液体が流通し、前記振動が吸収および減衰さ
れる。
　また、前記防振装置に前記直交方向に沿った振動が入力されると、内筒と外筒とが、弾
性体を弾性変形させつつ前記直交方向に相対的に変位する。これにより、第２受圧液室が
拡縮して第２受圧液室と副液室との間で第２制限通路を液体が流通し、前記振動が吸収お
よび減衰される。
【０００８】
　内筒が、一対の第１受圧液室および第２受圧液室それぞれの前記軸方向の全長にわたっ
て延設されている。このため、前記防振装置に前記挟み込み方向、前記直交方向の振動が
入力されたときに、内筒と外筒とが前記挟み込み方向、前記直交方向に相対的に変位する
。したがって、これら受圧液室を前記軸方向の全長にわたって大きく変形させて拡縮させ
ることができる。これにより、弾性体の弾性変形量を抑えつつ、各受圧液室を大きく拡縮
させ易くすることが可能になる。その結果、弾性体にかかる負荷を抑えて弾性体の性能を
長期にわたって維持し易くすることができる。
【０００９】
　また、前記外筒は、前記防振装置を前記軸方向から見た正面視において、前記挟み込み
方向に延びる一対の第１辺部と、前記直交方向に延びる一対の第２辺部と、を有する矩形
状に形成されてもよい。
【００１０】
　この場合、外筒を上記構造に形成することにより、前記挟み込み方向および前記直交方
向を判別し易くすることが可能になる。その結果、前記防振装置の取り扱い性を向上させ
ることができる。
　車両中の規定された所定寸法の空間に防振装置を設置する際に、円形状の外筒を有する
防振装置を上記空間に設置する場合と比較して、外筒の内側の空間を大きく確保すること
ができる。このため、大きな体積の大きい弾性体を備えることも可能となる。これにより
、バネ特性を向上させることができる。また、容量の大きい液室を備えることも可能とな
る。これにより、防振装置の減衰性能を向上させることができる。すなわち、円形状の外
筒と比較して、短形状の外筒はその内側の空間を大きく確保して、様々な用途に使用でき
る空間を有する。その結果、防振装置の設計自由度を向上させることができ、車両の種類
によって要求される既定寸法に対応することができる。
【００１１】
　また、前記弾性体は、前記第１受圧液室と前記第２受圧液室とを、前記内筒の周方向に
仕切る仕切部を備えてもよい。また、前記仕切部は、前記正面視において、前記外筒の角
部から、前記挟み込み方向および前記直交方向の両方向に傾斜する方向に延設されて前記
内筒に連結されてもよい。
【００１２】
　この場合、仕切部が、前記正面視において、外筒の角部から、前記傾斜する方向に延設
されて内筒に連結されている。このため、仕切部が、前記挟み込み方向や前記直交方向に
沿って延設されている場合に比べて、仕切部を長く形成することができる。これにより、
仕切部が弾性変形するときに仕切部にかかる負荷を仕切部の全体に分散させ、仕切部に局
所的に負荷が集中するのを抑制することが可能になる。その結果、仕切部の性能を長期に
わたって維持し易くすることができる。
【００１３】
　また、前記外筒内には、前記外筒の内周面および前記内筒の外周面のうちのいずれか一
方に連結されたストッパ部が配設され、前記ストッパ部は、前記内筒と前記外筒とが前記
挟み込み方向に相対的に変位したとき、および前記内筒と前記外筒とが前記直交方向に相
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対的に変位したときに、前記外筒の内周面および前記内筒の外周面のうちのいずれか他方
に係合して更なる変位を規制してもよい。
【００１４】
　この場合、ストッパ部が、内筒と外筒とが前記挟み込み方向に相対的に変位したとき、
および内筒と外筒とが前記直交方向に相対的に変位したときに、外筒の内周面および内筒
の外周面のうちのいずれか他方に係合して更なる変位を規制するので、弾性体が大きく変
形しすぎるのを抑制することが可能になる。その結果、弾性体の性能を長期にわたって確
実に維持し易くすることができる。
　またストッパ部が、外筒内に配設されているので、ストッパ部を設けることにより、前
記防振装置が大型になるのを抑えることができる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明に係る防振装置によれば、弾性体の性能を長期にわたって維持し易くすることが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の一実施形態に係る防振装置の斜視図である。
【図２】図１に示す防振装置の分解斜視図である。
【図３】図１に示す防振装置の一方向および他方向の両方向に沿う横断面図である。
【図４】図１に示す防振装置の一方向および他方向の両方向に沿う横断面図である。
【図５】図１に示す防振装置の軸方向および一方向の両方向に沿う縦断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、図面を参照し、本発明の一実施形態に係る防振装置を説明する。
　図１および図２に示すように、防振装置１０は、振動発生部および振動受部のうちのい
ずれか一方に連結される内筒１１と、内筒１１をその径方向の外側から囲んで、振動発生
部および振動受部のうちのいずれか他方に連結される外筒１２と、内筒１１と外筒１２と
を連結する弾性体１３と、を備えている。防振装置１０には、例えばエチレングリコール
、水、又はシリコーンオイル等が液体として封入されている。防振装置１０は、いわゆる
液体封入型の防振装置である。
【００１８】
　内筒１１は、例えば金属材料などの硬質材料により形成されている。内筒１１内には、
内筒１１の軸方向Ａに延びる挿通部材（図示せず）が挿通され、内筒１１は、前記挿通部
材を介して、振動発生部および振動受部のうちのいずれか一方に連結される。
　また図３に示すように、内筒１１は、防振装置１０を軸方向Ａから見た正面視において
、内筒１１の軸線Ｏに直交する直交面（図示せず）に沿う一方向（挟み込み方向）Ｂに延
びる一対の対辺１１ａ、１１ｂを有する台形状に、形成されている。図示の例では、内筒
１１は、前記正面視において、前記直交面および一方向Ｂに直交する他方向（直交方向）
Ｃに沿うように形成されている。内筒１１は、内筒１１の軸線Ｏ上を通過する仮想線Ｌを
基準として線対称であり、いわゆる等脚台形状に形成されている。
　なお以下では、他方向Ｃに沿って、一対の対辺１１ａ、１１ｂのうちの長辺１１ａ側を
上側といい、短辺１１ｂ側を下側という。
【００１９】
　外筒１２は、内筒１１と同軸に配設され、前記正面視において、一方向Ｂに延びる一対
の第１辺部１２ａと、他方向Ｃに延びる一対の第２辺部１２ｂを有する矩形状に形成され
ている。外筒１２は、ブラケット部材（図示せず）内に嵌合され、前記ブラケット部材を
介して振動発生部および振動受部のうちのいずれか他方に連結される。
【００２０】
　図２に示すように、外筒１２は、例えば金属材料などの硬質材料により形成された外筒
部１５および内筒部１６を備え、外筒部１５内に内筒部１６が嵌合されてなる二重筒構造
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を有する。外筒部１５および内筒部１６の軸方向Ａに沿った大きさは、互いに同等である
。内筒部１６の軸方向Ａの両端縁には、その外径が外筒部１５の外径と同等の一対の環状
フランジ部１７の内周縁が、各別に連結されている。環状フランジ部１７は、外筒部１５
と内筒部１６との軸方向Ａに沿った相対的な移動を規制する。
【００２１】
　内筒部１６のうち、一方向Ｂを向く各部分には、防振装置１０を一方向Ｂから見た側面
視において、軸方向Ａおよび他方向Ｃの両方向に延びて矩形状を有する第１開口部１８が
各別に形成されている。
　また図３に示すように、内筒部１６のうち、内筒１１にその下方から対向する部分には
、第２開口部１９が形成されている。第２開口部１９には、外筒部１５の内周面に形成さ
れ、内部にメンブラン部材２０が収容された収容凹部２１が連通している。図２に示すよ
うに、メンブラン部材２０は、例えばゴム材料などにより形成され、防振装置１０を他方
向Ｃから見た上面視において、軸方向Ａおよび一方向Ｂの両方向に延びて矩形状を有する
ように形成されている。メンブラン部材２０は、第２開口部１９内に嵌合された押さえプ
レート２２により、収容凹部２１内から離脱することが規制されている。
【００２２】
　また図３に示すように、外筒部１５の外周面には、底面に形成された複数の連通孔２３
を通して収容凹部２１に連通する液室用凹部２４が、形成されている。液室用凹部２４は
、収容凹部２１に他方向Ｃに並設され、図示の例では、収容凹部２１の下方に位置してい
る。また液室用凹部２４は、下側に位置し外筒部１５の外周面に開口する大径部２５と、
上側に位置し内径が収容凹部２１の内径よりも大きい小径部２６とにより、段状に形成さ
れている。
【００２３】
　そして、液室用凹部２４がダイヤフラム部材２７で閉塞されることにより、液体が封入
され液圧変動に応じて拡縮する副液室２８が形成されている。図２に示すように、ダイヤ
フラム部材２７は、前記上面視において、軸方向Ａおよび一方向Ｂの両方向に延びて矩形
状に形成されている。ダイヤフラム部材２７は、図３に示すように、液室用凹部２４の大
径部２５内に嵌合している。また、ダイヤフラム部材２７において外周縁部よりも内側に
位置する中央部は、上方に向けて膨出し液室用凹部２４の小径部２６内に配置されている
。ダイヤフラム部材２７は、副液室２８の液圧変動に応じて変形する。
【００２４】
　なお図示の例では、外筒部１５は、外筒部１５が、軸方向Ａおよび一方向Ｂの両方向に
沿って延びる分割面（図示せず）に沿って、一方向Ｂに分割されてなる一対の分割体２９
が、互いに組み合わされることで構成されている。
【００２５】
　弾性体１３は、例えばゴム材料などにより形成され、外筒１２の内周面および内筒１１
の外周面それぞれに加硫接着されている。なお、外筒１２の内周面のうち、弾性体１３が
加硫接着されていない部分は、弾性体１３と同一材料で一体に形成された被覆膜３０によ
り被覆されている。
　弾性体１３は、内筒１１よりも上側に配設された主壁部３１と、内筒１１よりも下側に
配設された副壁部（仕切部）３２と、を備えている。
【００２６】
　主壁部３１は、一方向Ｂに延設されている。主壁部３１における一方向Ｂの中央部には
、その下方から内筒１１の外周面が連結されている。主壁部３１における一方向Ｂの両端
縁は、外筒１２の内周面において第１開口部１８よりも上側に位置する部分に、各別に連
結されている。なお図示の例では、主壁部３１において、一方向Ｂの中央部よりも一方向
Ｂの外側に位置する両側端部は、前記中央部よりも薄肉に形成され、容易に弾性変形でき
る。
【００２７】
　また主壁部３１には、内筒１１と外筒１２との一方向Ｂおよび他方向Ｃへの一定量以上
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の相対的な変位を規制するストッパ部３３が連設されている。ストッパ部３３は、外筒１
２内に配設されており、本実施形態では、弾性体１３の主壁部３１を介して内筒１１の外
周面に連結されている。ストッパ部３３は、弾性体１３と同一材料を用いて一体に形成さ
れ、一方向Ｂに延びている。ストッパ部３３における一方向Ｂの中央部が、主壁部３１に
おける一方向Ｂの中央部にその上方から連結されている。
　そして、ストッパ部３３における一方向Ｂの中央部の上方には、外筒１２の内周面との
間に上隙間Ｇ１が設けられている。また、ストッパ部３３における一方向Ｂの両端縁と、
外筒１２の内周面と、の間には、一方向Ｂの側隙間Ｇ２が各別に設けられている。
【００２８】
　副壁部３２は、一方向Ｂに間隔をあけて一対設けられている。各副壁部３２は、前記正
面視において、外筒１２の角部から、一方向Ｂおよび他方向Ｃの両方向に傾斜する方向に
延びて設置されている。各副壁部３２は内筒１１に連結されている。本実施形態では、副
壁部３２は、外筒１２の４つの角部のうち、下側に位置する２つの角部に各別に連結され
ている。副壁部３２は、下方から上方に向かうに従い漸次、一方向Ｂの内側に向けて延び
ている。副壁部３２は、前記正面視において内筒１１の一対の対辺１１ａ、１１ｂを接続
する傾斜辺１１ｃに、各別に連結されている。そして各副壁部３２は、主壁部３１におけ
る一方向Ｂの中央部に、前記正面視において長辺１１ａと傾斜辺１１ｃとを接続する接続
角１１ｄ上で、各別に連結されている。両副壁部３２同士は、副壁部３２と同一材料で一
体に形成され短辺１１ｂを被覆する連結膜３４を介して一体に連結されている。
【００２９】
　外筒１２内には、液体が封入されて壁面の一部が弾性体１３により構成された複数の受
圧液室３５、３６が配設されている。図３および図４に示すように、これら受圧液室３５
、３６は、第１制限通路３７を通して互いに連通された一対の第１受圧液室３５と、副液
室２８に第２制限通路３８を通して連通された第２受圧液室３６と、を備えている。また
本実施形態では、これら第１受圧液室３５と第２受圧液室３６とは、弾性体１３の副壁部
３２により、内筒１１の周方向に仕切られている。
【００３０】
　図３および図５に示すように、一対の第１受圧液室３５は、軸方向Ａに延設され、内筒
１１を一方向Ｂに挟み込むように配置されている。第１受圧液室３５は、主壁部３１にお
ける一方向Ｂの側端部と、副壁部３２と、の間に設けられた空間における軸方向Ａの両端
部が、これら主壁部３１および副壁部３２と同一材料を用いて一体に形成された一対の第
１閉塞壁３９で各別に閉塞されることによって、形成されている。第１受圧液室３５は、
第１開口部１８に連通している。
【００３１】
　図３に示すように、第１制限通路３７は、各第１受圧液室３５と副液室２８とを各別に
連通するように一対設けられている。また、図示の例では、一対の第１受圧液室３５は、
第１制限通路３７および副液室２８を通して互いに連通されている。
　第１制限通路３７の流路長および流路断面積は、その第１制限通路３７の共振周波数が
予め決められた周波数となるように設定（チューニング）されている。この予め決められ
た周波数としては、例えばアイドル振動（例えば、周波数が１８Ｈｚ～３０Ｈｚ、振幅が
±０．５ｍｍ以下）の周波数や、アイドル振動よりも周波数が低いシェイク振動（例えば
、又は周波数が１４Ｈｚ以下、振幅が±０．５ｍｍより大きい）の周波数などが挙げられ
る。
【００３２】
　第１制限通路３７は、外筒１２の外周面に形成された第１周溝４０と、第１周溝４０に
おける一方の周端部と第１受圧液室３５とを連通する第１受圧連通部４１と、第１周溝４
０における他方の周端部と副液室２８とを連通する第１副連通部４２と、を備えている。
第１制限通路３７は、これらのうちの第１周溝４０の開口部が、前記ブラケット部材によ
り外側から閉塞されることによって、構成されている。
　第１周溝４０における前記一方の周端部、および前記他方の周端部はそれぞれ、第１受
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圧液室３５および副液室２８それぞれに対する一方向Ｂの外側に位置している。第１受圧
連通部４１および第１副連通部４２はそれぞれ、一方向Ｂに沿って延設されている。
【００３３】
　図４および図５に示すように、第２受圧液室３６は、軸方向Ａに延設され、他方向Ｃに
内筒１１に並設されている。第２受圧液室３６は、一対の副壁部３２と、内筒１１と、押
さえプレート２２との間に設けられた空間における軸方向Ａの両端部が、副壁部３２およ
び連結膜３４と同一材料で一体に形成された一対の第２閉塞壁４３で各別に閉塞されるこ
とによって、形成されている。図４に示すように、第２受圧液室３６は、内筒１１の下方
に配設されている。第２受圧液室３６と副液室２８とは、収容凹部２１を間に挟んで他方
向Ｃに並設されている。
【００３４】
　第２制限通路３８の流路長および流路断面積は、その第２制限通路３８の共振周波数が
予め決められた周波数となるように設定（チューニング）されている。
　第２制限通路３８は、外筒１２の外周面に形成された第２周溝４４と、第２周溝４４に
おける一方の周端部と第２受圧液室３６とを連通する第２受圧連通部４５と、第２周溝４
４における他方の周端部と副液室２８とを連通する第２副連通部４６と、を備えている。
そして第２制限通路３８は、これらのうちの第２周溝４４の開口部が、前記ブラケット部
材により外側から閉塞されることにより構成されている。
【００３５】
　第２周溝４４は、外筒１２の外周面に、液室用凹部２４を回避するように前記周方向に
沿って延設されている。第２周溝４４の両周端部は、液室用凹部２４を一方向Ｂに間に挟
むように位置している。第２受圧連通部４５は、第２周溝４４における前記一方の周端部
から一方向Ｂに沿って内側に向けて延設されている。次に、上方に向けて屈曲されて押さ
えプレート２２に向けて開口し、押さえプレート２２に他方向Ｃに貫設された貫通孔４７
を通して第２受圧液室３６内に連通している。また第２副連通部４６は、一方向Ｂに沿っ
て延設されている。
【００３６】
　なお図示の例では、貫通孔４７は、押さえプレート２２に複数設けられている。また、
これら貫通孔４７のうちの一部は、第２受圧液室３６と収容凹部２１とを連通している。
これら一部の貫通孔４７を通して、メンブラン部材２０に第２受圧液室３６の液圧変動が
影響を与える。
【００３７】
　図５に示すように、本実施形態では、内筒１１は、一対の第１受圧液室３５および第２
受圧液室３６の軸方向Ａの全長にわたって延設されている。図５の例では、内筒１１にお
ける軸方向Ａの両端縁は、外筒１２から軸方向Ａの外側に向けて突出している。第１閉塞
壁３９および第２閉塞壁４３は、内筒１１における軸方向Ａの両端縁、および外筒１２に
おける軸方向Ａの両端縁よりも、軸方向Ａの内側に位置している。
【００３８】
　防振装置１０は、第２受圧液室３６が鉛直方向上側に位置して、副液室２８が鉛直方向
下側に位置するように取り付けられるという構成を有する圧縮式（正立式）の防振装置で
ある。例えば、防振装置１０が自動車に取り付けられる場合、外筒１２は、前記ブラケッ
ト部材を介して、振動発生部としてのエンジンに連結される。また内筒１１は、前記挿通
部材を介して、振動受部としての車体に連結される。なお自動車では、エンジンから車体
に、鉛直方向に沿う主振動、および車体の前後方向または左右方向に沿う副振動が入力さ
れ易い。防振装置１０は、例えば一方向Ｂが、前記前後方向または前記左右方向に一致す
るように取り付けられ、他方向Ｃに主振動が入力され、一方向Ｂに副振動が入力される。
【００３９】
　次に、以上のように構成された防振装置１０の作用について説明する。
　はじめに、振動発生部から主振動が入力されたときには、内筒１１と外筒１２とが、弾
性体１３を弾性変形させながら、他方向Ｃに相対的に変位する。
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　このとき、例えば内筒１１と外筒１２との相対的な変位や、副壁部３２の弾性変形など
により、第２受圧液室３６が拡縮される。図４に示すような第２受圧液室３６と副液室２
８との間で、第２制限通路３８内を通して液体が流通し、第２制限通路３８内で液柱共振
が生じる。これにより、第２制限通路３８の共振周波数の周波数と同等の周波数の振動が
吸収および減衰される。内筒１１が、第２受圧液室３６の軸方向Ａの全長にわたって延設
されているので、第２受圧液室３６は、軸方向Ａの全長にわたって大きく変形して拡縮す
る。
　このとき、例えば主壁部３１および副壁部３２の弾性変形などにより各第１受圧液室３
５が拡縮される。図３に示すような第１受圧液室３５と副液室２８との間で、第１制限通
路３７内を通して各別に液体が流通して第１制限通路３７内で液柱共振が生じる。これに
より、第１制限通路３７の共振周波数の周波数と同等の周波数の振動が吸収および減衰さ
れる。内筒１１が、第１受圧液室３５の軸方向Ａの全長にわたって延設されている。この
ため、第１受圧液室３５は、軸方向Ａの全長にわたって大きく変形して拡縮する。
　なお、内筒１１と外筒１２とが他方向Ｃに相対的に変位したときには、上隙間Ｇ１が狭
められた後、ストッパ部３３が、外筒１２の内周面に係合し、内筒１１と外筒１２との更
なる相対的な変位が規制される。
【００４０】
　また、振動発生部から副振動が入力されたときには、内筒１１と外筒１２とが、弾性体
１３を弾性変形させつつ、一方向Ｂに相対的に変位する。これにより、一対の第１受圧液
室３５が各別に拡縮し、第１受圧液室３５と副液室２８との間で第１制限通路３７内を液
体が流通して第１制限通路３７内で液柱共振が生じる。また、第１制限通路３７の共振周
波数の周波数と同等の周波数の振動が吸収および減衰される。内筒１１が、第１受圧液室
３５の軸方向Ａの全長にわたって延設されている。このため、第１受圧液室３５は、軸方
向Ａの全長にわたって大きく変形して拡縮する。
　なお、このように内筒１１と外筒１２とが一方向Ｂに相対的に変位した場合、側隙間Ｇ
２が狭められた後、ストッパ部３３が、外筒１２の内周面に係合し、内筒１１と外筒１２
との更なる相対的な変位が規制される。
【００４１】
　以上説明したように、本実施形態に係る防振装置１０によれば、内筒１１が、軸方向Ａ
において一対の第１受圧液室３５および第２受圧液室３６の全長にわたって延設されてい
る。このため、防振装置１０に一方向Ｂ、他方向Ｃの振動が入力されたときに、内筒１１
と外筒１２とが一方向Ｂ、他方向Ｃに相対的に変位する。これにより、これら受圧液室３
５、３６を軸方向Ａの全長にわたって大きく変形させて拡縮させることができる。これに
より、弾性体１３の弾性変形量を抑えつつ、これらの受圧液室３５、３６を大きく拡縮さ
せ易くすることが可能になり、弾性体１３にかかる負荷を抑えて弾性体１３の性能を長期
にわたって維持し易くすることができる。
【００４２】
　また、外筒１２が、前記正面視において、第１辺部１２ａおよび第２辺部１２ｂを有す
る矩形状に形成されている。これにより、一方向Ｂおよび他方向Ｃを判別し易くすること
が可能になり、防振装置１０の取り扱い性を向上させることができる。
　また、車両中の規定された所定寸法の空間に防振装置を設置する際に、円形状の外筒を
有する防振装置を上記空間に設置する場合と比較して、外筒の内側の空間を大きく確保す
ることができる。このため、大きな体積の大きい弾性体を備えることも可能となる。これ
により、バネ特性を向上させることができる。また、容量の大きい液室を備えることも可
能となる。これにより、防振装置の減衰性能を向上させることができる。すなわち、円形
状の外筒と比較して、短形状の外筒はその内側の空間を大きく確保して、様々な用途に使
用できる空間を有する。その結果、防振装置の設計自由度を向上させることができ、車両
の種類によって要求される既定寸法に対応することができる。
【００４３】
　また、副壁部３２が、前記正面視において、外筒１２の角部から、前記傾斜する方向に
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延設されて内筒１１に連結されている。このため、副壁部３２が、一方向Ｂや他方向Ｃに
沿って延設されている場合に比べて、副壁部３２を長く形成することができる。これによ
り、副壁部３２が弾性変形するときに副壁部３２にかかる負荷を副壁部３２の全体に分散
させ、副壁部３２に局所的に負荷が集中するのを抑制することが可能になる。その結果、
副壁部３２の性能を長期にわたって維持し易くすることができる。
【００４４】
　また、ストッパ部３３が、内筒１１と外筒１２とが一方向Ｂに相対的に変位したとき、
および内筒１１と外筒１２とが他方向Ｃに相対的に変位したときに、外筒１２の内周面に
係合して更なる変位を規制する。これにより、弾性体１３が大きく変形しすぎるのを抑制
することが可能になり、弾性体１３の性能を長期にわたって確実に維持し易くすることが
できる。
　またストッパ部３３が、外筒１２内に配設されているので、ストッパ部３３を設けるこ
とにより、防振装置１０が大型になるのを抑えることができる。
【００４５】
　なお、本発明の技術的範囲は前記実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を
逸脱しない範囲において種々の変更を加えることが可能である。
　例えば、環状フランジ部１７、メンブラン部材２０、収容凹部２１、押さえプレート２
２、連通孔２３、被覆膜３０、ストッパ部３３、及び連結膜３４はなくてもよい。
　また前記実施形態では、外筒１２が、外筒部１５内に内筒部１６が嵌合されてなる。こ
れに限られるものではなく、例えば外筒１２が１つの筒状部材により構成されてもよい。
【００４６】
　また前記実施形態では、ストッパ部３３が、弾性体１３を介して内筒１１の外周面に連
結されているものとしたが、これに限られず、弾性体１３を介さず内筒１１の外周面に直
結されてもよい。
　さらに前記実施形態では、ストッパ部３３が、内筒１１の外周面に連結されている。こ
れに限られるものではなく、ストッパ部３３が、外筒１２の内周面に連結されて、内筒１
１と外筒１２とが一方向Ｂに相対的に変位したとき、および内筒１１と外筒１２とが他方
向Ｃに相対的に変位したときに、内筒１１の外周面に係合して更なる変位を規制してもよ
い。
【００４７】
　また前記実施形態では、副壁部３２が、前記正面視において、外筒１２の角部から、一
方向Ｂおよび他方向Ｃの両方向に傾斜する方向に延設されて内筒１１に連結されている。
これに限られるものではなく、例えば、副壁部３２が、一方向Ｂや他方向Ｃに沿って延設
されてもよい。
【００４８】
　また前記実施形態では、外筒１２は、前記正面視において矩形状に形成されている。こ
れに限られるものではなく、外筒１２は、例えば楕円形状や真円形状に形成されてもよい
。
　さらに前記実施形態では、内筒１１は、前記正面視において台形状に形成されている。
これに限られるものではなく、内筒１１は、例えば楕円形状や真円形状に形成されてもよ
い。
　さらにまた、前記実施形態では、外筒１２は、内筒１１と同軸に配設される。これに限
られるものではなく、例えば外筒１２の軸線と内筒１１の軸線とが、互いにずらされても
よい。
【００４９】
　また前記実施形態では、一対の第１受圧液室３５は、第１制限通路３７および副液室２
８を通して互いに連通されている。一対の第１受圧液室３５は、これに限られるものでは
なく、例えば副液室２８を通さずに第１制限通路３７のみを通して互いに連結されてもよ
い。
【００５０】
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　また前記実施形態では、防振装置１０として圧縮式の防振装置を示した。防振装置は、
第２受圧液室３６が鉛直方向下側に位置し、かつ副液室２８が鉛直方向上側に位置するよ
うに取り付けられる吊り下げ式の防振装置であってもよい。
【００５１】
　また、本発明に係る防振装置１０は、車両のエンジンマウントに限定されるものではな
い。防振装置１０は、エンジンマウント以外に適用することも可能である。例えば、建設
機械に搭載された発電機のマウントにも防振装置を適用することも可能であり、或いは、
工場等に設置される機械のマウントにも防振装置を適用することも可能である。
【００５２】
　その他、本発明の趣旨に逸脱しない範囲で、前記実施形態における構成要素を周知の構
成要素に置き換えることは適宜可能であり、また、前記した変形例を適宜組み合わせても
よい。
【産業上の利用可能性】
【００５３】
　本発明によれば、長期にわたって弾性体の性能を容易に維持できる防振装置を得ること
ができる。
【符号の説明】
【００５４】
１０　防振装置
１１　内筒
１２　外筒
１３　弾性体
１５　外筒部
１６　内筒部
２８　副液室
３２　副壁部（仕切部）
３５　第１受圧液室
３６　第２受圧液室
３７　第１制限通路
３８　第２制限通路
Ａ　軸方向
Ｂ　一方向（挟み込み方向）
Ｃ　他方向（直交方向）
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